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泉佐野市田尻町清掃施設組合新ごみ処理施設整備事業に係る 

環境影響評価方法書に対する環境の保全の見地からの意見（申述） 

 

 

令和４年１月 24日付けで提出のあった標記方法書について、環境の保全の見

地から検討した結果、方法書及び提出資料の記載内容は環境影響評価を行う方

法として概ね妥当と考えられますが、より一層、環境の保全に配慮した事業計

画となるようにという視点も加え、大阪府環境影響評価条例第 10条第 1項の規

定により、別紙のとおり意見を申し述べます。 

事業者においては、本意見を勘案するとともに、環境影響評価を実施する地

域を管轄する泉佐野市、田尻町、熊取町及び泉南市長から大阪府知事あてに提

出された別添の意見についても併せて考慮し、より環境に配慮した事業計画と

なるよう具体化を図るとともに、適切に環境影響評価を実施してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔連絡先〕 

大阪府環境農林水産部環境管理室 

環境保全課環境審査グループ 

 

TEL 06-6941-0351（内線 3857） 

06-6210-9580（直通） 
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別紙 

 

１．全般的事項 

 技術指針において方法書への記載を求めている事業の位置又は規模等に関

する複数案を環境の保全の観点から比較した結果が適切に示されなかったこ

とから、準備書において適切に記載すること。 

 

２．大気質 

（１）周辺の地域の大気質への影響を可能な限り低減する観点から、近年の大

気汚染防止技術の動向等を踏まえて煙突排出ガスの諸元とすべき濃度を精

査し、準備書にその根拠を含めて記載すること。 

（２）車両の走行に伴う排出ガスによる影響の予測においては、ごみ収集車、

焼却灰及び破砕選別後の資源物等を搬出する車両及び通勤車両等に加えて、

土地区画整理事業の実施後に本事業以外を要因として発生する交通量を含

む複合的な影響について予測すること。 

 

３．騒音、振動 

 車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動の予測においては、ごみ収集車、

焼却灰及び破砕選別後の資源物等を搬出する車両及び通勤車両等に加えて、

土地区画整理事業の実施後に本事業以外を要因として走行する車両を含む複

合的な影響について予測すること。 

  

４．陸域生態系 

淡水生物の移植については、移植先の生態系を攪乱するおそれがあるとと

もに定着しない事例が少なくないことから、専門家等の助言を踏まえて適切

な実施について検討すること。また、移植先の候補地については、環境条件

が移植元と類似する箇所を幅広く検討するとともに、追加した候補地につい

ても現地調査を実施すること。 

 

５．景観 

（１）施設の配置、形態、意匠及び色彩等を十分に検討し、周辺や背景との調

和が得られる建築計画とするとともに、必要に応じて複数案について予測

すること。 

（２）フォトモンタージュの作成においては、土地区画整理事業の事業計画を

適切に反映すること。 



 

６．廃棄物 

（１）最終処分量を可能な限り縮減する観点から、焼却灰等の発生量を抑制す

る施設・運転管理計画を検討し準備書に記載すること。 

（２）工事の実施に伴う廃棄物の発生量等については、単に過年度に調査され

た原単位を用いて予測するのではなく、発生抑制及び再生利用に最大限努

める計画としたうえで、これを踏まえて予測すること。 

 

７．地球環境 

焼却施設の移転によりごみ収集車の走行距離が延びることに伴い温室効果

ガスの排出量の増加が見込まれるため、市町と連携してごみ収集車等に電気

自動車等を導入するなど、温室効果ガスの一層の削減を図る計画とし、これ

を準備書に記載すること。 

 

８．その他 

 本事業の事業計画の前提とされている土地区画整理事業について、事業者

においては土地区画整理事業の事業者と連携し、特に以下の点に留意して環

境の保全に適切に取り組むとともに、地域住民等への情報の提供に努めるこ

と。 

（１）土地区画整理事業に係る評価項目に選定された陸域生態系に係る各項目

については、専門家等の助言を踏まえ、適切に調査等を行うとともに環境

保全措置を検討すること。また、土地区画整理事業に伴って出現する法面

の緑化においては、事業予定区域が里地里山であることを踏まえて残置森

林との連続性を考慮するとともに、埋土種子の利用など遺伝子攪乱の防止

に配慮した工法の採用を検討すること。 

（２）上記の評価項目に選定されなかった大気質、騒音、振動、地象（工事中

を含む土地の安定性等）、水象、景観、廃棄物及び発生土についても、重大

な環境影響が生じるおそれの程度を勘案し、調査等を実施した上で環境保

全措置を検討すること。 


